
第31回 AF-Forum 
現代社会における設計行為と法規制  

―イタリアン・セオリーから考える― 
 
 
 

日   時：2020年2月17日（月）18：00～ 
場   所：A-Forum 
参加費：2000円（懇親会、資料代）、学生1000円 

コーディネーター：神田順 
パネリスト： 
大倉富美雄（大倉富美雄デザイン事務所代表、 

特定非営利活動法人日本デザイン協会理事長） 
松井健太（東京大学大学院 工学系研究科建築学専攻 学術支援職員） 
 
 
イタリアン・セオリーとは、岡田温司の同名著書によっているが、現代社会の生
き方を考察するイタリア哲学の思考を指している。建築基準法が膨大な規制の集
合となって建築設計における知的生産の足かせになっている面が指摘できること
は誰も異論のないところと考えるが、なかでも構造設計が創造的行為となり難い
現状を、広い視点で論じ、専門家活動としての活性化の道を模索する。 
 
類似の試みは、過去に2回実施されている。最初は、2015年11月9日に、日本デ
ザイン協会とインダストリアルデザイナー協会の共催で、「Turning Pointに差
しかかったデザイン・建築・環境について語り合おう」ということで、議論がさ
れた。神田から建築基本法制定を議論する中で、イタリアン・セオリーが現代社
会の根本的な問題を解き明かしており、専門家が専門家たりうるための鍵となる
旨の発言をした。その後、2019年2月26日に、日本デザイン協会と日本建築家
協会関東甲信越支部デザイン部会との共催で、「日本型規制社会と知的生産―イ
タリアン・セオリーから学ぶもの―」と題して、建築家を中心にトークイベント
をもった。 
 
建築基本法制定の議論が建築の構造技術者を中心として始まったこともあり、過
去2回の議論を構造技術者も含めたものにしたいということが、今回のフォーラ
ムの趣旨である。パネリストとしては、前2回のコーディネータである大倉富美
雄氏と、イタリア現代建築歴史を専門とする松井健太氏をお呼びして、イタリア、
建築と政治、法規制の役割などをキーワードとして活発な議論を展開したい。 
 



 

Japanese Structural Standard for Buildings Criticized from Italian 

Philosophers’ View  

 

Jun Kanda 

 

「イタリアン・セオリー」から考える我が国の建築構造基準 

正会員 ○神田 順* 

   

 

建築構造安全 社会制度 イタリア現代思想 

市場経済 建築基準法 建築基本法 

 

はじめに 

我が国の建築構造工学の発展が、法制度とともにあり、

社会に安全をもたらして来た一方で、詳細な法規制が専

門家に強い閉塞感を生んでいる。このことは、建築分野

に限らず、医療や教育においてもあてはまり、現行法制

度が個人の自律性や多様性をないがしろにしているとす

ると、社会制度そのもののあり方に専門家として目を向

ける必要があると思われる１）。複数のイタリアの現代思想

に触れることから、構造基準の基本的な問題を考察する。 

 

「イタリアン・セオリー」とは 

今日の社会制度の行きづまりは、我が国で顕著に感じ

られるが、いわゆる先進国の共通課題でもある。岡田温

司はイタリアン・セオリー２）と呼んで、イタリアの現代

思想を紹介している。特に、アントニオ・ネグリ、ジョ

ルジオ・アガンベン、ロベルト・エスポジトの 3 人は、

特筆される。 

まずは、17 世紀にイギリスで誕生した資本主義が、そ

の後の植民地政策と 2 度の世界大戦を試行錯誤として乗

り越え、世界規模の金融資本主義の巨大な帝国が築かれ

ていることが背景にある。（「帝国」３）参照）巨大資本に

よる大量生産が、規模効果による富の集中を生み、国ご

との法規制と連携して同時に格差を拡大している。 

1970 年代にフーコーにより提唱された「生政治 bio-

politics」という概念が、3 人の共通の論考の源になってい

るのは、注意すべき点でもある。今や、政治が生き方に

まで介入して、経済成長に異を唱えると魔女狩りのよう

な目にあう危機感が生まれている。中身の是非よりは、

経済的発展を生むものを良いとみなし、そして国もそれ

を支援するというような状況が常態化している。（「ホ

モ・サケル」４）参照）特にヨーロッパではナチスの経験

から、法の持っている危険性の意識が共有されている。 

地域の自然に添った生き方、個人の多様性を認める生

き方は、自己責任の生き方でもあり、自律性を前提とし

たコミュニティーの構築でもある。国の権限をもっと制

限して、自治体が主体的に判断する都市国家的な共同体

社会に、新しい展望が開けるのではないかと示唆される。

（「近代政治の脱構築」５）参照） 

最低基準の意味 

 基準という用語も、時に応じて、人によってさまざま

な意味につかわれる。専門家が共通の枠組みやよりどこ

ろとしての基本ルールは、技術基準６）であるが、それが

法規制として扱われることになると、意味が変わる。 

 特に現行建築基準法の規定する告示にあっては、設計

地震動の性能を示す確率的表示がなく、安全の水準とし

てどの程度を想定しているかが不明なままに、過去の規

定が踏襲がされている。 

 もっとも、あるべき姿を論ずる場合でも、経済的な状

況を無視するわけにいかないので、安全水準の判断は、

個々の状況の中での解となるが、一般的には、理想的な

水準と最低の水準というものが考えられ、技術基準では、

理想的な水準を示すことができるが、法規制は、最低基

準とならざるを得ない。 

 それは、憲法で保障された財産権の侵害にあたるので、

公共の福祉の観点から最低の基準としての規制しかない

という立場である。しかし、逆に法で許容されれば、社

会にとっては、市場競争は自由である。そこでは、大量

生産の力が発揮され、質より量の世界がめざされる。 

 仮に、個人の財産権と社会の環境権が同等に秤にかけ

られるのであれば、最低基準という概念は不要となり、

財産権と環境権の間で、適切な水準を社会が選択するこ

とが考えられ、新しい社会制度が生まれる。 

 

市場規模と法規制 

 すでに述べたように、建築法規制は、本来的には、建

築の質の規制であるが、実態は市場競争のための規制に

なってしまっているのが、現在の先進国の制度である。 

 前項でも論じたように、最低の根拠があいまいなまま

にブラックボックス化すると、それはもはや市場競争の

目標水準になり、専門家の役割が、適切な質を生むこと

ではなく、規制に合わせて、なるべくコストを抑えるこ

とが求められてしまっている現実がある。 

 市場規模が小さいときは、質の違いが見えやすく、生

産者も人が見える中で仕事をするので、社会も良いもの

を評価する状況が生まれやすい。しかし、規模が大きく

なると、効率化のために分業し、分業で作られたものに
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対する責任も、基準を満たすという形で、質そのものや

生産者の顔が見えないままに、建築が完成する。 

 規模が全国に及ぶと、テレビのコマーシャルが威力を

発揮する。大量生産により、生産コストを下げることが

可能となり、手作業や自然素材の利用は、コスト高にな

って、さらに需要者にとって、工業製品の市場競争と同

じ原理が働くことにより、地域性や個の多様性が衰退し

ていく。 

 

建築基準法固有の問題 

 一時は、建築市場を海外にも開くということが政策的

課題となったこともあるが、下請け構造を始めとして、

我が国固有の環境が、海外企業の進出を困難にしている。  

難解な建築基準法の存在が、その要因とも考えられる

が、技術的には、1998 年の法改正が、さらに我が国特有

の状況を作った。すなわち構造規定に関しては、性能規

定化をねらいとして改訂されたにも関わらず、肝心の設

計地震荷重のレベルが、性能規定になっていないことや、

地盤評価、大変形挙動など、モデル化で大きなばらつき

の生ずるものが、法により一意的に決められている。安

全性の質としては、大きなばらつきを生んでいるにも関

わらず、「安全とみなす」という表現で、法的には同じレ

ベルと扱われるという矛盾から抜け出せないでいる。 

このように、工学的というよりは、法文の構成上にお

いて複雑化した法体系は、海外からの参入を一層難しく

している。その改正はすべて国土交通省住宅局で判断さ

れていることもあり、実務で問題に直面している人間が

意見を言いづらい構図にもなっている。 

2005 年に姉歯による耐震構造計算偽装事件以来、建築

基準法に抵触するという理由で、多くの建築が建て替え

られた。施工段階で、鉄筋が不足したとか、スリーブの

補強がなされなかったとか、免震ゴムが規格の剛性、減

衰性を満足していなかった、杭の施工手続きに瑕疵があ

ったなど、すべての場合に、構造安全性としてどの程度

の問題であるかということが問われずに、取り壊された。

社会資産としての、価値の損失であるが、法的裏付けの

もと、経済的には成立するという、奇妙な状況を生んで

いる。このままでは、今後も同じことが続くであろう。  

大企業は乗り切れるかもしれないが、中小企業は、そ

のような事態に到ればなりゆかない。大手スーパーと個

人商店、チェーンの飲食店と個人店の状況と同様である。

結果的に格差が拡大する。あるいは、健全な企業経営が

成立しなくなる。 

規制を厳格化、巨大化させることになると、審査にコ

ストがかかることもあるが、何よりも専門家の創意工夫

に対する意欲を喪失させ、専門家の判断そのものを軽視

することになる。このことが、社会にとって望ましいと

は決して思われないのに、既得権の形で、今の制度が変

革されないのは、問題である。 

 

建築基本法７）に向けて 

建築の専門家、特に、構造設計技術者が全般において、

自らの判断で設計をし、施工を監理することが、建築の

質を高める上では不可欠である。そのためには、現在の

建築基準法、施行令、告示からなる膨大な規制を、5 分の

1 から 10 分の１程度に簡素化することを考えるべきであ

ろう。 

建築物は、個人財産としての解釈が強すぎることを改

めるためには、社会資産であることを法的にも明示し、

その所有者の社会的責任を、国民をあげて確認する必要

がある。国の規制を満足するから責任を取ったことにな

るのではなく、信頼できる専門家と十分な相互理解の上

に、社会的に適切な安全性を付与することが責任として

課されると考えるべきであろう。 

国が一律で規制するのではなく、法の役割としては、

基本的な方向性、例えば、安全の水準をどの程度とする

ことが望ましいとか、地球環境に対する配慮や、景観や

自然環境への対応原則を述べるにとどめ、自治体ごとに、

必要に応じて、具体的な規制を課すということが、地域

の活性化や豊かさを生むことにつながると考える。 

イタリアン・セオリーを、建築社会制度にあてはめる

とき、国の規制に頼りすぎないこと、経済効果優先主義

から脱すること、そのための社会制度づくりが求められ

ると言えるのではないか。 

 

まとめ 

ネグリ、アガンベン、エスポジトに代表されるイタリ

ア思想を参考にすることにより、我が国の法による過剰

な建築構造規制の問題を考察し、個人の生き方、専門家

の判断の尊重される社会制度のあり方を論じた。 
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1. 導入：〈内在と対決〉という枠組み

2. ミラノ工科大学建築学部と1968年
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3. 現代への教訓
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